
静岡県立清水東高等学校外 73 庁舎で使用する電気に係る入札における

質問事項に対する回答

※過去の電力入札に係る質問・回答を含みます。

質問事項 回答

１

電気需給契約書の条文に記載が無い事項

を補完するため、当社の基本契約要綱を添

付した協議書を締結させていただくこと

は可能でしょうか。

協議に応じることは可能です。

ただし、締結できるかどうかは協議内容に

よることをご承知おきください。

２

総合教育センターに関しまして、使用期間

中に契約電力の変更の予定はありますで

しょうか。

ありません。

３
現在の計量日を教えていただけますでし

ょうか。

総合教育センターのみ各月末日、その他は

各月１日です。

４ 質問票の提出期限はいつでしょうか。 令和８年１月６日（火）までです。

５

質問票はどちらに提出すればいいでしょ

うか。入札説明書記載の電子メールアドレ

スに送付してもよろしいでしょうか。

入札説明書等の提出先と同じです。

電子メールでも結構です。

６
各電気使用場所の旧一般電気事業者名を

お教えいただけますでしょうか。
いずれも中部電力株式会社です。

７

中部電力ミライズ株式会社が独自で行っ

ている負担軽減策（毎月の燃料調整費単価

の割引）が適用できないことは了承いただ

けるか。（負担軽減策延長時も同様。）

承知した。

８

みなし一般電気事業者が燃料費調整額の

算定諸元を変更した場合においても、応札

時点での算定諸元を、契約期間中継続して

用いて計算するがよいか。

公表されている最新の燃料費調整額を用

いる場合は一般送配電事業者及び旧一般

電気事業者の料金改定に合わせて、契約単

価変更の協議が可能か。

契約書案第 16 条第２項により、市場価格に

著しい変動があった場合は協議が可能。



※質問の都度、随時更新します。

９
中部電力ミライズ株式会社が独自に行う

軽減策は含まないという認識でよいか。
上記７のとおり。

10

１施設(1 つの供給地点特定番号)の電気

料金の支払いを複数で分担して支払うこ

とはあるか。

また、1施設につき 1つの請求書のみ発行

のため、複数施設への分担した請求書の発

行はできないがよいか。

分割請求は不要。

請求額及び内訳（需要場所ごとの使用量、

金額等）が分かるものを作成願います。

11
入札金額の算定にあたる端数処理につい

て、指定はあるか。

入札説明書９入札（３）に記載のとおり。

消費税の端数処理について、指定はない。

12

入札書及び入札書別紙（各施設分）、月別

計算書を提出する際、内封筒を角２封筒と

し、外封筒をレターパックプラス（対面渡

し）で提出してもよいか。

問題ない。


